
1 2 3 4 5 6 A１ A２ Ｂ１ Ｂ２ 1 2 3

障 害 基 礎 年 金 22

障 害 厚 生 年 金 23

児 童 扶 養 手 当 24

特 別 児 童 扶 養 手 当 25

特 別 障 害 者 手 当 △ △ △ △ △ 26

障 害 児 福 祉 手 当 △ △ △ △ △ 27

介 護 福 祉 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 28

心 身 障 害 者 扶 養 共 済 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 28

心身障害者福祉金（市単年金） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

交 通 ・ 災 害 遺 児 見 舞 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 29

福 祉 医 療 費 給 付 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 30

自立支援医療（更生・育成、精神通院） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 31

補 装 具 の 給 付 ・ 修 理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 47

日 常 生 活 用 具 の 給 付 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 48

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
35 ～
　　4６

移 動 支 援 事 業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50

自動車運転免許取得費の助成 〇 〇 〇 〇 51

身体障害者用自動車改造費助成 〇 〇 52

障害者タクシー利用料金助成 〇 〇 〇 〇 53

車 椅 子 用 自 動 車 の 貸 与 〇 〇 〇 55

駐 車 禁 止 規 制 の 適 用 除 外 〇 〇 〇 △ 56

信 州 パ ー キ ン グ パ ー ミ ッ ト 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 57

鉄 道 料 金 の 割 引 〇 〇 〇 〇 〇 △ 66

バ ス ・ タ ク シ ー の 割 引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 67

AI オンデマンド のらざあの割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 69

手 話 通 訳 ・ 要 約 筆 記 の 派 遣 〇 〇 〇 〇 50

地域活動支援センターの利用 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 51

日 中 一 時 支 援 事 業 の 利 用 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 53

訪 問 入 浴 サ ー ビ ス の 利 用 〇 〇 54

住 宅 整 備 費 の 助 成 〇 〇 〇 〇 〇 〇 54

声 の 広 報 の 送 付 〇 〇 〇 55

ヘ ル プ マ ー ク ・ ヘ ル プ カ ー ド ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 58

公共温泉施設利用料(半額) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 75

茅 野 市 運 動 公 園 内 施 設

等 の 利 用 料 の 減 免
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 76

　※１：児童扶養手当、特別児童扶養手当についてのご相談等は、こども課こども・家庭支援係まで

福祉施設入所者・児、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置）該当者は支給されません

知的障害児・者

手帳の等級に関係なく、年金の障害等級１・２級に該当する方

障 害 者 総 合 支 援 法 ・ 児 童
福 祉 法 に 基 づ く サ ー ビ ス

医
療
等

移
動
・
交
通
関
係

20歳未満の重度又は中度の障害児を監護している父、母又は養育者※１

生
活
・
活
動
等
の
関
係

障害福祉制度・サービス早見表

厚生年金加入期間中に初診日がある等、要件を満たす方

身体障害児・者

29

年
金
・
手
当
等

　◎：該当するもの　　〇：要件を満たしていれば該当するもの　　△：障害の区分等により一部該当するもの

しおり
該当

ページ

精神障害児・者

ひとり親家庭等で18歳までの児童を監護している父、母又は養育者※１

制度
等

障害の区分



1 2 3 4 5 6 A１ A２ Ｂ１ Ｂ２ 1 2 3

所得税に関する障害者控除 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 60

市県民税に関する障害者控除 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 60

普 通 自 動 車 税 の 減 免 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 61

軽 自 動 車 税 の 減 免 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 63

NHK 受 信 料 の 免 除 ・ 減 免 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 68

携 帯 電 話 基 本 料 金 の 割 引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 69

有料道路通行料金等の割引 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 70

税
・
減
免
等

精神障害者

　◎：該当するもの　　〇：要件を満たしていれば該当するもの　　△：障害の区分等により一部該当するもの

しおり
該当

ページ

身体障害者 知的障害者
制度
サービスの名称 等

障害の区分


